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目

次

規

則
島
根
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
消

防

防

災

課
）

一

島
根
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

（
経

営

支

援

課
）

二

告

示
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
指
定

（
高
齢
者
福
祉
課
）

七

介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

の
指
定

（

〃

）

七

島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の

一
部
改
正

（
農

業

経

営

課
）

七

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

（
農

村

整

備

課
）

七

土
地
改
良
事
業
施
行
の
同
意

（

〃

）

八

都
市
計
画
事
業
変
更
の
認
可

（
下
水
道
推
進
課
）

八

公

告
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
申
請
に
係
る
書
類

の
縦
覧

（
環
境
生
活
総
務
課
）

八

人
委
告
示

平
成
十
五
年
度
島
根
県
職
員
（
経
験
者
（
看
護
師
）
）
採
用

試
験
の
実
施

九

地
労
委
告
示

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
公
示

一
〇

公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し

◇
島
根
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
四
号
）

一

規
則
の
概
要

救
助
費
用
の
単
価
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
七
条

第
十
一
条

第
十
四
条
の
三

第
十
四
条
の
四

第
二
十
六
条
関
係
）

二

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
島
根
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
五
号
）

一

規
則
の
概
要

中
小
企
業
総
合
事
業
団
高
度
化

共
済
事
業
等
業
務
方
法
書
の
一
部
改
正
に
伴
う
貸
付
金
の

融
資
条
件
に
関
す
る
規
定
の
整
理
（
別
表
関
係
）

二

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

規

則

島
根
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
規
則
第
七
十
四
号

島
根
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
島
根
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
三
万
千
円
」
を
「
三
万
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
二
百
四
十
九
万
八
千
円
」
を
「
二
百
四
十
六
万
八
千
円
」
に
改
め
る
。
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三
日

（
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日
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第
五
条
第
二
項
中
「
千
二
十
円
」
を
「
千
十
円
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
第
一
号
の
表
中

改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
中

改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
五
十
三
万
千
円
」
を
「
五
十
二
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
中
「
三
千
三
百
円
」
を
「
三
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
四
第
二
項
中
「
十
四
万
千
百
円
」
を
「
十
三
万
八
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
号
イ
中
「
一
万
七
千
九
百
円
」
を
「
一
万
七
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一

万
二
千
三
百
円
」
を
「
一
万
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
一
万
千
八
百
円
」
を
「
一
万
千
六
百
円
」

に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
一
万
七
千
八
百
円
」
を
「
一
万
七
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
二
万
千
三

百
円
」
を
「
二
万
九
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

島
根
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
規
則
第
七
十
五
号

島
根
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
島
根
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
及
び
二
の
項
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
二

七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一

〇
五

パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
二
十
一
の
項
を
削
り
、
二
十
の
項
を
二
十
一
の
項
と
し
、
十
九
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、

十
八
の
項
を
十
九
の
項
と
し
、
同
表
十
七
の
項
高
度
化
事
業
の
内
容
の
欄
中
「
九
の
項
」
を
「
十
の
項
」

に
、
「
十
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
（
十
一
の
項
」
を
「
十
一
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
（
十
二
の
項
」

に
改
め
、
同
項
貸
付
け
の
相
手
方
の
欄
中
「
特
定
中
小
企
業
団
体
」
を
「
経
営
革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
ブ

事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
、
特
定
中
小
企
業
団
体
」
に
改
め
、
同
項
貸
付
金
の
額
の
欄
中
「
九
の
項
」
を

「
十
の
項
」
に
、
「
十
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
（
十
一
の
項
」
を
「
十
一
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
（
十

二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
二

七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一

〇
五
パ
ー
セ
ン

ト
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
八
の
項
と
し
、
同
表
中
十
六
の
項
を
十
七
の
項
と
し
、
十
五
の
項
を
十
六

の
項
と
し
、
十
四
の
項
を
十
五
の
項
と
し
、
同
表
十
三
の
項
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
二

七
パ
ー
セ

ン
ト
」
を
「
一

〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
四
の
項
と
し
、
同
表
中
十
二
の
項
を
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「

円

円

円

円

円

円

一
七
、
七
〇
〇
二
二
、
七
〇
〇
三
三
、
五
〇
〇
四
〇
、
一
〇
〇
五
〇
、
九
〇
〇

七
、
四
〇
〇

円

円

円

円

円

円

二
九
、
二
〇
〇
三
七
、
七
〇
〇
五
二
、
七
〇
〇
六
一
、
八
〇
〇
七
七
、
五
〇
〇
一
〇
、
六
〇
〇

」 を

「

円

円

円

円

円

円

一
七
、
三
〇
〇
二
二
、
二
〇
〇
三
二
、
八
〇
〇
三
九
、
二
〇
〇
四
九
、
八
〇
〇

七
、
二
〇
〇

円

円

円

円

円

円

二
八
、
六
〇
〇
三
六
、
九
〇
〇
五
一
、
六
〇
〇
六
〇
、
五
〇
〇
七
五
、
八
〇
〇
一
〇
、
四
〇
〇

」 に

「

円

円

円

円

円

円

五
、
八
〇
〇

七
、
七
〇
〇
一
一
、
六
〇
〇
一
四
、
〇
〇
〇
一
八
、
〇
〇
〇

二
、
四
〇
〇

円

円

円

円

円

円

九
、
二
〇
〇
一
二
、
二
〇
〇
一
七
、
四
〇
〇
二
〇
、
六
〇
〇
二
五
、
九
〇
〇

三
、
四
〇
〇

」 を

「

円

円

円

円

円

円

五
、
六
〇
〇

七
、
五
〇
〇
一
一
、
三
〇
〇
一
三
、
七
〇
〇
一
七
、
五
〇
〇

二
、
四
〇
〇

円

円

円

円

円

円

九
、
〇
〇
〇
一
一
、
九
〇
〇
一
七
、
〇
〇
〇
二
〇
、
一
〇
〇
二
五
、
三
〇
〇

三
、
三
〇
〇

」 に
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十
三
の
項
と
し
、
同
表
十
一
の
項
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
二

七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
二
の
項
と
し
、
同
表
中
十
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
九
の
項
を
削
り
、

八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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九

特
別
広
域
高
度

化
事
業（
一
般
）
一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
ロ
、
ハ

若
し
く
は
ニ
、
五
の
項
ロ
若
し
く
は
六
の
項

ロ
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
（
七
の
項
及

び
八
の
項
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
施
行
令
第
三
条
第
四

項
第
一
号
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
広

域
性
の
高
い
事
業
又
は
下
請
中
小
企
業
振
興

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。

以
下
「
下
請
振
興
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
計
画
に
基
づ
い
て

実
施
す
る
事
業
そ
の
他
そ
の
促
進
を
図
る
こ

と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業

一
の
項
又
は
四
の
項
ロ
、
ハ
若

し
く
は
ニ
、
五
の
項
ロ
若
し
く

は
六
の
項
ロ
若
し
く
は
ニ
（
七

の
項
及
び
八
の
項
に
掲
げ
る
事

業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

に
掲
げ
る
高
度
化
事
業
の
種
類

ご
と
に
定
め
る
貸
付
け
の
相
手

方

一
の
項
又
は
四
の
項
ロ
、
ハ
若

し
く
は
ニ
、
五
の
項
ロ
若
し
く

は
六
の
項
ロ
若
し
く
は
ニ
（
七

の
項
及
び
八
の
項
に
掲
げ
る
事

業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

に
掲
げ
る
高
度
化
事
業
の
種
類

ご
と
に
定
め
る
貸
付
対
象
施
設

設
置
資
金
又
は
取
得
資

金
の
う
ち
、
知
事
が
必

要
と
認
め
る
額
の
百
分

の
八
十
以
内（
た
だ
し
、

小
規
模
事
業
者
が
専
有

す
る
部
分
に
つ
い
て
は

百
分
の
九
十
以
内
）

一

〇
五

パ
ー
セ
ン

ト

一
の
項
又

は
四
の
項

ロ
、
ハ
若

し
く
は

ニ
、
五
の

項
ロ
若
し

く
は
六
の

項
ロ
若
し

く
は
ニ

（
七
の
項

及
び
八
の

項
に
掲
げ

る
事
業
に

該
当
す
る

も
の
を
除

く
。
）
に

掲
げ
る
高

度
化
事
業

の
種
類
ご

と
に
定
め

る
償
還
期

間

一
の
項
又

は
四
の
項

ロ
、
ハ
若

し
く
は

ニ
、
五
の

項
ロ
若
し

く
は
六
の

項
ロ
若
し

く
は
ニ

（
七
の
項

及
び
八
の

項
に
掲
げ

る
事
業
に

該
当
す
る

も
の
を
除

く
。
）
に

掲
げ
る
高

度
化
事
業

の
種
類
ご

と
に
定
め

る
据
置
期

間

十

特
別
広
域
高
度

化
事
業（
特
定
）
一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
ロ
、
ハ

若
し
く
は
ニ
、
五
の
項
ロ
若
し
く
は
六
の
項

ロ
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
（
七
の
項
及

び
八
の
項
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
、
施
行
令
第
三
条
第
四

項
第
一
号
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
広

域
性
の
高
い
事
業
又
は
下
請
振
興
法
第
七
条

第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
計
画
に
基
づ
い
て

実
施
す
る
事
業
そ
の
他
そ
の
促
進
を
図
る
こ

と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業

一
の
項
又
は
四
の
項
ロ
、
ハ
若

し
く
は
ニ
、
五
の
項
ロ
若
し
く

は
六
の
項
ロ
若
し
く
は
ニ
（
七

の
項
及
び
八
の
項
に
掲
げ
る
事

業
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）

に
掲
げ
る
高
度
化
事
業
の
種
類

ご
と
に
定
め
る
貸
付
け
の
相
手

方

一
の
項
又
は
四
の
項
ロ
、
ハ
若

し
く
は
ニ
、
五
の
項
ロ
若
し
く

は
六
の
項
ロ
若
し
く
は
ニ
（
七

の
項
及
び
八
の
項
に
掲
げ
る
事

業
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）

に
掲
げ
る
高
度
化
事
業
の
種
類

ご
と
に
定
め
る
貸
付
対
象
施
設

七
の
項
及
び
八
の
項
に

掲
げ
る
高
度
化
事
業
の

種
類
ご
と
に
定
め
る
貸

付
金
の
額

無
利
子

一
の
項
又

は
四
の
項

ロ
、
ハ
若

し
く
は

ニ
、
五
の

項
ロ
若
し

く
は
六
の

項
ロ
若
し

く
は
ニ

（
七
の
項

及
び
八
の

項
に
掲
げ

る
事
業
に

一
の
項
又

は
四
の
項

ロ
、
ハ
若

し
く
は

ニ
、
五
の

項
ロ
若
し

く
は
六
の

項
ロ
若
し

く
は
ニ

（
七
の
項

及
び
八
の

項
に
掲
げ

る
事
業
に
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別
表
第
一
の
八
の
項
を
削
り
、
同
表
七
の
項
中
「
五
の
項
」
を
「
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
八

の
項
と
し
、
同
表
六
の
項
高
度
化
事
業
の
内
容
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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該
当
す
る

も
の
に
限

る
。
）
に

掲
げ
る
高

度
化
事
業

の
種
類
ご

と
に
定
め

る
償
還
期

間

該
当
す
る

も
の
に
限

る
。
）
に

掲
げ
る
高

度
化
事
業

の
種
類
ご

と
に
定
め

る
据
置
期

間

イ

四
の
項
イ
、
五
の
項
イ
又
は
六
の
項
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
事
業
に
参
加
す
る
者
の
五
分
の
四
以
上
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
（
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

及
び
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
を
除
く
。）
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
五
人
）
以
下
の
者
（
協
業
組
合
の
組
合
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
協
業
組
合
へ
の
加
入
の
際
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
（
商

業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
及
び
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
を
除
く
。）
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
五
人
）
を
超
え
て
い
た
者
を
除
く
。）
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
事
業
に
参
加
す
る
者
の
三
分
の

二
以
上
が
製
造
業
若
し
く
は
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
の
い
ず
れ
か
一
の
業
種
又
は
相
互
に
関
連
性
の
高
い
製
造
業
及
び
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
を
行
う
者
が
事
業
の
集
約
化
を
図
る
事
業

ロ

一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
ハ
若
し
く
は
五
の
項
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
汚
水
、
ば
い
煙
、
産
業
廃
棄
物
、
騒
音
等
の
処
理
施
設
若
し
く
は
防
止
施
設
又
は
省
資
源

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
を

図
る
た
め
の
施
設
の
設
置
に
係
る
事
業

ハ

四
の
項
ホ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
製
品
開
発
、
技
術
開
発
、
デ
ザ
イ
ン
開
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業

ニ

一
の
項
又
は
二
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
公
園
、
緑
地
そ
の
他
の
地
域
環
境
保
全
施
設
等
の
設
置
に
係
る
事
業

ホ

一
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
（
四
の
項
ロ
及
び
ニ
並
び
に
六
の
項
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
の
う
ち
、
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置
に
係
る
事
業

へ

六
の
項
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
製
品
開
発
、
技
術
開
発
、
デ
ザ
イ
ン
開
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業

ト

一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
小
売
振
興
法
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
店
舗
集
団
化
計
画
に
基
づ
き
実
施
す

る
事
業

チ

ニ
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
小
売
振
興
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
商
店
街
整
備
計
画
及
び
小
売
振
興
法
第
四
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
共
同
店
舗
等
整

備
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

リ

四
の
項
イ
、
五
の
項
イ
又
は
六
の
項
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
小
売
振
興
法
第
四
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

ヌ

四
の
項
ホ
又
は
六
の
項
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
小
売
振
興
法
第
四
条
第
四
項
の
認
定
を
受
け
た
電
子
計
算
機
利
用
経
営
管
理
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

ル

四
の
項
ロ
又
は
六
の
項
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
小
売
振
興
法
第
四
条
第
五
項
の
認
定
を
受
け
た
連
鎖
化
事
業
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

ヲ

一
の
項
若
し
く
は
ニ
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
イ
若
し
く
は
ハ
、
五
の
項
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理

の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

ワ

一
の
項
若
し
く
は
ニ
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
イ
若
し
く
は
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進
法
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認

定
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

カ

一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
ハ
、
ニ
若
し
く
は
ホ
、
五
の
項
ロ
若
し
く
は
六
の
項
ハ
若
し
く
は
ニ
（
四
の
項
ホ
及
び
六
の
項
ハ
に
あ
つ
て
は
、
製
品
開
発
、
技
術
開
発
、
デ
ザ
イ
ン
開
発
そ
の
他

こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
に
限
る
。）
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
研
究
開
発

等
事
業
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

ヨ

一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
ハ
若
し
く
は
ホ
、
五
の
項
ロ
若
し
く
は
六
の
項
ハ
若
し
く
は
ニ
（
四
の
項
ホ
及
び
六
の
項
ハ
に
あ
つ
て
は
、
製
品
開
発
、
技
術
開
発
、
デ
ザ
イ
ン
開
発
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
事
業
に
限
る
。）
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
特
定
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
地
域
産
業
集
積
活
性
化
法
」
と
い
う
。）
第
八
条
第
二

項
に
規
定
す
る
承
認
高
度
化
等
計
画
、
地
域
産
業
集
積
活
性
化
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
高
度
化
等
円
滑
化
計
画
、
地
域
産
業
集
積
活
性
化
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
進
出
計
画



（ 5 ）

別
表
第
一
中
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
同
表
五
の
項
高
度
化
事
業
の
内
容
の
欄
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第

十
号
」
に
改
め
、
同
項
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
二

七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一

〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
の
項
と
し
、
同
表
四
の
項
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
二

七
パ
ー
セ
ン
ト
」

を
「
一

〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
の
項
と
し
、
同
表
三
の
項
高
度
化
事
業
の
内

容
の
欄
中
「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）」
を
「
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
項
貸
付
け
の
相
手
方
の
欄
中
「
環
境
衛
生
同
業

組
合
、
環
境
衛
生
同
業
小
組
合
若
し
く
は
環
境
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
」
を
「
生
活
衛
生
同
業
組
合
、
生

活
衛
生
同
業
小
組
合
若
し
く
は
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
」
に
改
め
、
同
項
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
二

七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一

〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
四
の
項
と
し
、
同
表
二
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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又
は
地
域
産
業
集
積
活
性
化
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
進
出
円
滑
化
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

タ

一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
ハ
若
し
く
は
ホ
、
五
の
項
ロ
若
し
く
は
六
の
項
ハ
（
四
の
項
ホ
及
び
六
の
項
ハ
に
あ
つ
て
は
、
製
品
開
発
、
技
術
開
発
、
デ
ザ
イ
ン
開
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

事
業
に
限
る
。）
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
中
心
市
街
地
整
備

改
善
活
性
化
法
」
と
い
う
。）
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
事
業
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

レ

一
の
項
若
し
く
は
二
の
項
に
掲
げ
る
事
業
又
は
四
の
項
イ
若
し
く
は
ハ
、
五
の
項
イ
若
し
く
は
六
の
項
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
中
心
市
街
地
整
備
改
善
活
性
化
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る

認
定
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業

ソ

一
の
項
又
は
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
経
営
革
新
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る

事
業

三

経
営
革
新
計
画

承
認
グ
ル
ー
プ

事
業

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

事
業
の
う
ち
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
施

行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
六

十
九
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

第
七
条
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
情
報
の
収
集
、
処
理
又
は
提
供
、
製

品
開
発
、
技
術
開
発
、
デ
ザ
イ
ン
開
発
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
経
営
の
合
理
化
に
資
す

る
も
の

経
営
革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ

事
業
を
行
う
中
小
企
業
者

経
営
革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ

事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
、
建

物
、
構
築
物
又
は
設
備

設
置
資
金
の
う
ち
、
知

事
が
必
要
と
認
め
る
額

の
百
分
の
八
十
以
内

一

〇
五

パ
ー
セ
ン

ト

二
十
年
以

内

三
年
以
内

二
十

三

団
地

再
強

化
事

業

イ

施
設

再
強
化

一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
た
者
が
、

事
業
協
同
組
合
又
は
共
同
組
合
連
合
会
が
作

成
す
る
団
地
再
強
化
事
業
計
画
に
基
づ
き
建

物
そ
の
他
の
施
設
の
新
設
、
増
設
又
は
改
築

（
全
面
建
替
え
を
含
む
。
）
を
行
う
事
業

事
業
協
同
組
合
若
し
く
は
協
同

組
合
連
合
会
又
は
こ
れ
ら
の
組

合
員
若
し
く
は
所
属
員
た
る
特

定
中
小
事
業
者
、
企
業
組
合
若

し
く
は
協
業
組
合

土
地
、
建
物
、
構
築
物
又
は
設

備
（
組
合
員
若
し
く
は
所
属
員

た
る
特
定
中
小
事
業
者
、
企
業

組
合
若
し
く
は
協
業
組
合
の
事

業
の
共
同
化
に
著
し
く
寄
与
す

る
設
備
又
は
当
該
事
業
協
同
組

合
等
及
び
こ
れ
ら
の
組
合
員
若

し
く
は
所
属
員
の
出
資
に
基
づ

い
て
設
立
さ
れ
た
組
合
員
若
し

く
は
所
属
員
た
る
会
社
の
事
業

設
置
資
金
の
う
ち
、
知

事
が
必
要
と
認
め
る
額

の
百
分
の
八
十
以
内

（
た
だ
し
、
小
規
模
事

業
者
が
専
有
す
る
部
分

に
つ
い
て
は
百
分
の
九

十
以
内
）

一

〇
五

パ
ー
セ
ン

ト

二
十
年
以

内

三
年
以
内
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別
表
第
一
備
考
十
四
中
「
環
境
衛
生
同
業
組
合
」
を
「
生
活
衛
生
同
業
組
合
」
に
、
「
環
境
衛
生
関
係

営
業
の
運
営
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
」

に
、
「
環
衛
法
」
を
「
生
衛
法
」
に
改
め
、
同
表
備
考
十
五
中
「
環
境
衛
生
同
業
小
組
合
」
を
「
生
活
衛

生
同
業
小
組
合
」
に
、
「
環
衛
法
」
を
「
生
衛
法
」
に
改
め
、
同
表
備
考
十
六
中
「
環
境
衛
生
同
業
組
合

連
合
会
」
を
「
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
」
に
、
「
環
衛
法
」
を
「
生
衛
法
」
に
、
「
環
境
衛
生
同
業

組
合
」
を
「
生
活
衛
生
同
業
組
合
」
に
、
「
環
境
衛
生
同
業
小
組
合
」
を
「
生
活
衛
生
同
業
小
組
合
」
に

改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
項
高
度
化
事
業
の
内
容
の
欄
中
「
経
営
改
革
（
特
定
中
小
企
業
団
体
）
」
を
「
経
営

革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
、
経
営
改
革
（
特
定
中
小
企
業
団
体
）
」
に
改
め
、
同
項
貸
付
け
の
相
手

方
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

経
営
革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
、
経
営
改
革
（
特
定
中
小
企
業
団
体
）
を
行

う
特
定
中
小
企
業
団
体
又
は
経
営
改
革
（
出
資
会
社
）
を
行
う
中
小
企
業
者
た
る
会
社

別
表
第
二
の
一
の
項
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
二

七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一

〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
」

に
改
め
る
。

附

則

1

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

平成15年 5 月13日 第1,469号島 根 県 報

の
用
に
供
す
る
設
備
に
限
る
。）

ロ

団
地

再
強
化

設
備
リ

ー
ス

一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
た
事
業
協

同
組
合
又
は
協
同
組
合
連
合
会
が
、
事
業
協

同
組
合
又
は
協
同
組
合
連
合
会
が
作
成
す
る

団
地
再
強
化
事
業
計
画
に
基
づ
き
設
備
を
取

得
し
、
当
該
設
備
を
組
合
員
又
は
所
属
員
に

買
取
予
約
付
で
賃
貸
す
る
事
業

事
業
協
同
組
合
又
は
協
同
組
合

連
合
会

設
備
又
は
こ
れ
ら
の
附
属
設
備

取
得
資
金
の
う
ち
、
知

事
が
必
要
と
認
め
る
額

の
百
分
の
八
十
以
内

一

〇
五

パ
ー
セ
ン

ト

減
価
償
却

資
産
の
耐

用
年
数
等

に
関
す
る

省
令
に
定

め
る
当
該

設
備
の
耐

用
年
数
を

勘
案
し

て
、
知
事

が
必
要
と

認
め
る
期

間

一
年
以
内

ハ

簡
易

型
貸
工

場

貸

店
舗
整

備

一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
た
者
が
、

事
業
協
同
組
合
又
は
協
同
組
合
連
合
会
が
作

成
す
る
団
地
再
強
化
事
業
計
画
に
基
づ
き
団

地
内
の
遊
休
施
設
を
活
用
し
て
建
物
そ
の
他

の
施
設
を
設
置
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件

に
該
当
す
る
者
に
賃
貸
す
る
事
業

（ ）イ

設
立
の
日
以
後
七
年
を
経
過
し
て
い
な

い
法
人
又
は
事
業
を
開
始
し
た
日
以
後
七

年
を
経
過
し
て
い
な
い
個
人

（ ）ロ

前
事
業
年
度
又
は
前
年
に
お
い
て
試
験

研
究
費
等
の
額
の
収
入
金
額
に
対
す
る
割

合
が
百
分
の
三
を
超
え
る
者

事
業
協
同
組
合
若
し
く
は
協
同

組
合
連
合
会
又
は
こ
れ
ら
の
組

合
員
若
し
く
は
所
属
員
た
る
特

定
中
小
事
業
者
、
企
業
組
合
若

し
く
は
協
業
組
合

建
物
又
は
構
築
物

設
置
資
金
の
う
ち
、
知

事
が
必
要
と
認
め
る
額

の
百
分
の
九
十
以
内

無
利
子

二
十
年
以

内

三
年
以
内
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行
の
日
以
後
に
貸
付
け
の
決
定
を
す
る
高
度
化
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
付
け
の
決
定

を
し
た
高
度
化
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

島
根
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱（
平
成
十
二
年
島
根
県
告
示
第
百
九
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

別
表
貸
付
条
件
の
欄
中
「
年
一

一
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
一

〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

1

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
五
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、

平
成
十
五
年
三
月
十
九
日
以
降
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

島
根
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

都
治
地
区
を
受
益
地
域
と
す
る
区
画
整
理
事
業
（
県
営
ほ
場
整
備
事
業
）
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦

覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
の
変
更
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了

後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

平成15年 5 月13日 第1,469号島 根 県 報

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人

出
雲
南
福
祉
会

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

痴
呆
性
老
人
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム

寿
生
の

丘

出
雲
市
大
津
町
三

六
二
二
番
地
一
五

平
成
十
五
年
五
月

二
日

社
会
福
祉
法
人

出
雲
南
福
祉
会

通
所
介
護

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

寿
生
の
丘

出
雲
市
大
津
町
三

六
二
二
番
地
一
五

平
成
十
五
年
五
月

二
日

事
業
者
の
名
称

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人
ウ
ェ
ル
エ

ヌ
シ
ー

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
た

て
が
み
の
郷

大
田
市
羽
根
町
字
中
浜
一

二
六
八
番
地
一

平
成
十
五
年

四
月
二
十
八

日

く
に
び
き
農
業
協
同
組
合

Ｊ
Ａ
く
に
び
き
介
護
相
談

セ
ン
タ
ー

松
江
市
西
津
田
三－

五－

一
六

平
成
十
五
年

五
月
一
日

社
会
福
祉
法
人
金
城
町
社

会
福
祉
協
議
会

さ
ん
あ
い
居
宅
介
護
支
援

事
業
所

那
賀
郡
金
城
町
下
来
原
一

五
四
一
番
地
五

平
成
十
五
年

四
月
一
日
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島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

都
治
地
区
区
画
整
理
事
業
（
県
営
ほ
場
整
備
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

江
津
市
役
所

島
根
県
告
示
第
四
百
七
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

施
行
者
の
名
称

玉
湯
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

松
江
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業

玉
湯
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
二
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

（ ）一

収
用
の
部
分

変
更
な
し
。

（ ）二

使
用
の
部
分

昭
和
五
十
二
年
島
根
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号
、昭
和
五
十
六
年
島
根
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号
、

昭
和
五
十
七
年
島
根
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号
、
昭
和
五
十
八
年
島
根
県
告
示
第
三
百
十
一
号
、

昭
和
六
十
二
年
島
根
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
、
平
成
元
年
島
根
県
告
示
第
五
百
四
号
、
平
成
三

年
島
根
県
告
示
第
千
十
九
号
、
平
成
四
年
島
根
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号
、
平
成
十
一
年
島
根
県

告
示
第
百
五
十
五
号
及
び
平
成
十
四
年
島
根
県
告
示
第
二
百
六
十
号
の
事
業
地
の
う
ち
八
束
郡
玉

湯
町
大
字
玉
造
、
湯
町
及
び
布
志
名
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
款
の

変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

な
ご
み
の
里

三

代
表
者
の
氏
名

柴
田
久
美
子

平成15年 5 月13日 第1,469号島 根 県 報

事
業
主
体
名

事

業

名

同
意
年
月
日

木
次
町

深
谷
地
区
農
道
事
業

（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）

平
成
十
五
年
五
月
六
日
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四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

隠
岐
郡
知
夫
村
二
九
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
宅
で
援
助
が
必
要
な
高
齢
者
や
そ
の
家
族
、
障
害
者
や
そ
の
家
族
、
そ
の
他
の
手

助
け
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、
住
民
参
加
と
た
す
け
あ
い
の
精
神
の
も
と
に
、
地
域
に
根
ざ

し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
ま
た
、
障
害
者
の
就
労
の
機
会
を
提
供
す
る
。
す
べ
て
の
人
々
が

健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

縦
覧
に
供
す
る
書
類

変
更
後
の
定
款

七

縦
覧
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間

八

縦
覧
場
所

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
県
庁
南
庁
舎
一
階
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
隠
岐
支
庁
又
は
総
務
事
務
所

人

事

委

員

会

告

示

島
根
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
五
年
度
島
根
県
職
員
（
経
験
者
（
看
護
師
）
）
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
人
事
委
員
会
委
員
長

中

村

寿

夫

一

受
付
期
間

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日
（
火
）
〜
同
年
五
月
三
十
日
（
金
）

受
付
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）。
郵
送

に
よ
る
場
合
は
、
五
月
三
十
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
場
合
は
、
五
月
二
十
三
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
到
着
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

二

採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
内
容

三

受
験
資
格

（ ）一

次
の
各
号
に
該
当
す
る
者

ア

年
齢
、
資
格
、
学
歴
等

昭
和
四
十
五
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
（
平
成
十
六
年

四
月
一
日
現
在
で
満
二
十
六
歳
か
ら
満
三
十
三
歳
ま
で
の
者
）で
、看
護
師
免
許
を
有
す
る
も
の

イ

経
験
年
数

看
護
師
免
許
取
得
後
の
看
護
業
務
経
験
が
五
年
以
上
あ
る
者
（
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
五
年
に
達
す
る
も
の
を
含
む
。
）

（ ）二

次
の
各
号
に
該
当
し
な
い
者

ア

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
（
準
禁
治
産
者
を
含
む
。
）

イ

禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
者

ウ

島
根
県
の
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

エ

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力

で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

試
験
の
日
時
、
試
験
地
、
試
験
場
及
び
合
格
発
表
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採
用
予
定
人
員

職

務

内

容

七

名

県
立
病
院
等
に
勤
務
し
、
専
門
的
業
務
に
従
事

（ ）注

採
用
予
定
人
員
は
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

区

分

日

時

試
験
地
及
び
試
験
場

合

格

発

表

東京都

専
修
大
学
神
田
校
舎

（
千
代
田
区
神
田
神
保
町
）

第
一
次
試
験

平
成
十
五
年
六
月
二
十

二
日
（
日
）

受
付
時
間

八

三
〇
〜
九

〇
〇

試
験
開
始
時
間

九

三
〇

七
月
四
日
に
県
庁
前

掲
示
板
に
合
格
者
の

受
験
番
号
を
掲
示
す

る
ほ
か
、
受
験
者
全

員
（
棄
権
者
を
除

く
。
）
に
試
験
の
結

果
を
通
知
す
る
。

大阪府

大
阪
工
業
大
学
大
宮
学
舎

（
大
阪
市
旭
区
大
宮
）

八
月
二
十
八
日
に
県
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五

試
験
の
種
目
、
配
点
及
び
内
容

六

受
験
手
続

（ ）一

申
込
書
の
交
付

ア

申
込
書
は
、
島
根
県
人
事
委
員
会
事
務
局
、
島
根
県
庁
一
階
受
付
、
隠
岐
支
庁
総
務
局
、
県
内

各
総
務
事
務
所
、
川
本
総
務
事
務
所
大
田
分
室
、
島
根
県
東
京
事
務
所
、
島
根
県
大
阪
事
務
所
、

島
根
県
広
島
事
務
所
及
び
島
根
県
九
州
事
務
所
で
交
付
す
る
。

イ

申
込
書
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
経
験
者
（
看
護
師
）
請
求
」
と
朱
書
し
、

百
二
十
円
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
角
形
二
号
）
を
同
封
し
て
、
島
根
県

人
事
委
員
会
事
務
局
あ
て
請
求
す
る
こ
と
。

（ ）二

受
験
の
申
込
み

所
定
の
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
島
根
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
提
出
す
る
か
、
ま
た

は
島
根
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
申
込
画
面
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
申
込
む
こ

と
。
申
込
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
経
験
者
（
看
護
師
）
申
込
」
と
朱
書
し
、
書

留
に
す
る
こ
と
。

七

合
格
か
ら
採
用
ま
で

（ ）一

合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
各
任
命
権
者
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
推
薦
さ

れ
、
そ
の
う
ち
か
ら
採
用
者
が
決
定
さ
れ
る
。

な
お
、
採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
、
名
簿
確
定
の
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
年
間
と
す
る
。

（ ）二

看
護
業
務
経
験
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
三
月
末
ま
で
に
五
年
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場

合
や
、
三
の
受
験
資
格
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
採
用
さ
れ
る
資
格
を
失
う
。

八

給
与

初
任
給
は
、
経
歴
に
応
じ
て
決
定
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
給
与
条
例
等
の
定
め
に
従
い
扶
養
手
当
、
住

居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
の
諸
手
当
が
支
給
さ
れ
る
。

初
任
給
の
例
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
現
在
）

地
方
労
働
委
員
会
告
示

島
根
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
委
嘱
し
た
あ
っ
せ

ん
員
候
補
者
に
つ
い
て
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条

及
び
労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
氏
名
、
現
職
、
経
歴
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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第
二
次
試
験

七
月
下
旬
に
松
江
市
で
実
施
す
る
予
定

（
第
一
次
試
験
合
格
通
知
の
際
に
通
知
す
る
。）

庁
前
掲
示
板
に
合
格

者
の
受
験
番
号
を
掲

示
す
る
ほ
か
、
受
験

者
全
員
（
棄
権
者
を

除
く
。）
に
試
験
の

結
果
を
通
知
す
る
。

区
分

試
験
種
目
及
び
配
点

内

容

教
養
試
験

（
二
〇
点
）

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
の
択
一

式
に
よ
る
短
大
卒
業
程
度
の
筆
記
試
験

第一次試験

専
門
試
験

（
三
〇
点
）

専
門
的
な
知
識
及
び
能
力
に
つ
い
て
の
択
一
式
ま
た
は
択
一
式
及

び
記
述
式
に
よ
る
筆
記
試
験

粗
点
が
満
点
の
三
割
に
満
た
な
い
者
は
不
合
格
と
す
る
。

論
文
試
験

（
五
〇
点
）

民
間
病
院
等
で
の
職
務
経
験
、
職
務
を
通
じ
て
培
っ
た
知
識

能

力
、
文
章
に
よ
る
表
現
力
、
課
題
に
対
す
る
理
解
力
等
に
つ
い
て

の
試
験

人
物
試
験

（
五
〇
点
）

職
務
遂
行
能
力
等
を
み
る
目
的
で
の
個
別
面
接

事
前
に
経
歴
等
調
書
の
提
出
を
求
め
る
。

一
定
点
に
満
た
な
い
者
は
不
合
格
と
す
る
。

第二次試験

適
性
検
査

職
務
遂
行
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
の
検
査

身
体
検
査

職
務
遂
行
に
必
要
な
健
康
度
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検

査
（
医
療
機
関
で
受
診
し
た
健
康
診
断
書
の
提
出
に
よ
り
行
う
。）

学

歴

年
齢

公
務
に
有
用
な
民
間
等
経
歴

初
任
給
月
額

二
十
六
歳

五

年

二
二
九
、
八
〇
〇
円

短
大
三
卒

三
十
三
歳

十
二
年

二
六
七
、
五
〇
〇
円
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平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

島
根
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長

近

藤

正

三
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氏

名

現

職

経

歴

住

所

委

嘱

年

淺

田

憲

三

弁
護
士

島
根
県
弁
護
士
会
長

第
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

出

雲

市

平
成
十
三
年

稲
生
田

妙

子

（
財
）
二
十
一
世
紀
職
業
財
団
島
根
事
務
所
長

鳥
取
女
性
少
年
室
長

島
根
女
性
少
年
室
長

島
根
労
働
局
雇
用
均
等
室
長

松

江

市

平
成
十
五
年

近

藤

正

三

島
根
大
学
名
誉
教
授

島
根
大
学
教
授

第
九

十
一

十
二

十
八
〜
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

松

江

市

昭
和
三
十
九
年

田

村

耀

郎

島
根
大
学
法
文
学
部
教
授

平
田
市
情
報
公
開
審
査
会
委
員

島
根
大
学
法
文
学
部
助
教
授

第
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

松

江

市

平
成
十
四
年

原

弘

山
陰
中
央
新
報
松
江
南
販
売
（
株
）
代
表
取
締
役
社
長

山
陰
中
央
新
報
社
東
京
支
社
長

山
陰
中
央
新
報
社
取
締
役

松

江

市

平
成
十
五
年

池

渕

和

宏

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
島
根
県
連
合
会
副
会
長

松
下
電
器
産
業
労
働
組
合
キ
ャ
パ
シ
タ
松
江
支
部
執
行
委
員
長

松
下
電
器
産
業
労
働
組
合
キ
ャ
パ
シ
タ
松
江
支
部
副
支
部
執
行
委
員
長

松

江

市

平
成
十
五
年

遠

藤

渡

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
島
根
県
連
合
会
副
会
長

Ｊ
Ａ
Ｍ
山
陰
執
行
委
員
長

三
菱
農
機
労
働
組
合
執
行
委
員
長

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
島
根
県
連
合
会
副
事
務
局
長

第
三
十
七
〜
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

安

来

市

平
成
十
二
年

宮

崎

伸

介

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
島
根
県
連
合
会
副
会
長

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
島
根
支
部
長

ゼ
ン
セ
ン
同
盟
京
都
府
支
部
次
長

第
三
十
七
〜
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

松

江

市

平
成
十
二
年

矢

倉

淳

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
島
根
県
連
合
会
事
務
局
長

中
国
電
力
労
働
組
合
特
別
執
行
委
員

中
国
電
力
労
働
組
合
島
根
県
本
部
副
本
部
長

第
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

松

江

市

平
成
十
三
年

吉

本

孝

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
島
根
県
連
合
会
会
長

全
日
本
自
治
団
体
労
組
島
根
県
本
部
特
別
執
行
委
員

全
日
本
自
治
団
体
労
組
島
根
県
本
部
執
行
委
員
長

浜
田
市
職
員
組
合
執
行
委
員
長

第
三
十
四
〜
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

浜

田

市

平

成

五

年

井

田

敬

三

（
社
）
島
根
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

（
株
）
山
陰
合
同
銀
行
検
査
部
長

加

茂

町

平
成
十
五
年

江

田

小

鷹

三
和
興
業
（
株
）
代
表
取
締
役
社
長

出
雲
商
工
会
議
所
会
頭

出
雲
商
工
会
議
所
副
会
頭

第
三
十
七
〜
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

出

雲

市

平
成
十
一
年
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平
成
十
五
年
五
月
十
三
日
印
刷

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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杉

谷

雅

祥

山
陰
ク
ボ
タ
水
道
用
材
（
株
）
代
表
取
締
役
社
長

石
東
農
機
（
株
）
代
表
取
締
役
社
長

島
根
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会
副
会
長

島
根
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会
常
任
理
事

第
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

大

田

市

平
成
十
三
年

櫨

山

陽

介

浜
田
ガ
ス
（
株
）
代
表
締
役
社
長

浜
田
商
工
会
議
所
副
会
頭

日
本
ガ
ス
協
会
中
国
部
会
理
事

第
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

浜

田

市

平
成
十
三
年

古

瀬

禦

島
根
県
中
小
企
業
団
中
央
会
会
長

（
社
）
島
根
県
経
営
者
協
会
副
会
長

島
根
県
水
産
商
工
部
長

第
二
十
五
〜
三
十
八
期
県
地
労
委
委
員

松

江

市

昭
和
五
十
年

渡

部

育

雄

島
根
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長

島
根
県
隠
岐
支
庁
健
康
福
祉
局
局
長

出

雲

市

平
成
十
五
年

神

田

博

義

島
根
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

島
根
県
自
治
研
修
所
次
長

松

江

市

平
成
十
四
年

三

村

俊

道

島
根
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
長

島
根
県
企
画
振
興
部
統
計
課
課
長
補
佐

出

雲

市

平
成
十
三
年


